
焼津市災害時協力井戸登録事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の私有地に所在する井戸を災害時協力井戸として登録し、

災害時における市民の生活用水を確保することを目的として行う、災害時協力井戸

の登録の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 生活用水 洗濯、清掃その他の飲用以外の用途に使用できる水をいう。 

(2) 防火井戸 消防法（昭和23年法律第186号）第21条第１項の規定による消防水

利の指定がされていない井戸であって、消防の用に供するために設置されている

ものをいう。 

(3) 災害時協力井戸 消防法第21条第１項の規定による消防水利の指定がされて

いる井戸及び防火井戸以外の井戸であって、災害時に生活用水の提供が可能な井

戸として市長の登録を受けたものをいう。 

 （登録の要件） 

第３条 市長は、私有地に所在する井戸の所有者又は管理者（以下「所有者等」とい

う。）のうち災害時にその井戸から噴出する井戸水を市民等の生活用水として提供

する意思のある者（以下「申出者」という。）から申出があった場合、次の各号に

掲げる登録要件を全て満たした井戸について、災害時協力井戸として登録するもの

とする。 

 (1) 市内に所在するもの 

 (2) 所有者等において申出時に井戸として使用されており、今後も引き続き井戸と

して使用されるもの 

 (3) 災害時に付近の市民等へ井戸水の提供ができるよう所有者等において継続的  

かつ適正に管理されているもの 

 (4) 災害時に付近の市民等が安全に使用することができると見込まれる場所にあ

るもの 

 (5) 申出者が次項に掲げる事項に同意したもの 

２ 申出者は、災害時協力井戸の登録の申出に当たり、次に掲げる要件について同

意するものとする。 

(1) 災害時に無償で井戸水を提供すること。 

 (2) 申出に係る井戸が災害時協力井戸として登録された場合、当該井戸の所在地を

市が公表し、及び自主防災会に通知すること。 

(3) 井戸の管理者が申出者である場合、申出に当たり前２号に掲げる事項について

所有者の同意を得ること。 

（登録の手続） 



第４条 申出者は、焼津市災害時協力井戸登録申出書（第１号様式）により申し出る

ものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに現地調査等必要な調査

を行い登録の可否を決定するとともに、申出者に対し、焼津市災害時協力井戸登録・

不登録決定通知書（第２号様式）により通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により登録することを決定したときは、対象となる申出者に

焼津市災害時協力井戸指定標識（第３号様式。以下「標識」という。）を交付する

ものとする。 

 （登録の有効期限） 

第５条 登録の有効期限は、登録の日から起算して５年を経過する日の属する年度の

末日とする。ただし、第８条第２項の規定により市長が災害時協力井戸の登録を抹

消した場合は、当該井戸の登録を抹消した日とする。 

２ 市長は、登録の有効期限が満了する前に前条第２項の焼津市災害時協力井戸登録

決定通知書の交付を受けた者（以下「登録者」という。）に対し登録の更新を受け

る意思の有無を確認し、更新の意思があるときは、有効期限を５年間延長するもの

とする。 

 （標識の設置） 

第６条 登録者は、第４条第３項の規定により交付を受けた標識を災害時協力井戸の

見やすい場所に設置するものとする。 

 （登録の変更） 

第７条 登録者は、登録の内容に変更があったときは、焼津市災害時協力井戸登録変

更申出書（第４号様式）を速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、登録の内容を変更し、焼津市災

害時協力井戸登録変更通知書（第５号様式）により、前項の申出書を提出した者に

通知するものとする。 

 （登録の抹消） 

第８条 登録者は、災害時協力井戸の登録の抹消を申し出るときは、焼津市災害時協

力井戸登録抹消申出書（第６号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったとき、又は災害時協力井戸が次の各号の

いずれかに該当した場合は、登録を抹消するものとする。 

(1) 第３条第１項第２号から第５号までに掲げる登録要件を満たさなくなったと

き。 

(2) その他市長が災害時協力井戸として適当でないと認めたとき。  

３ 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、焼津市災害時協力井戸登録抹

消通知書（第７号様式）により、登録の抹消を受けた者（以下「登録抹消者」とい

う。）に通知するものとする。 

４ 前項に規定する通知の交付を受けた登録抹消者は、第４条第３項の規定により交

付を受けた標識を遅滞なく市長に返還しなければならない。 



（市の支援） 

第９条 市長は、登録者その他の災害時協力井戸の関係者に対し、災害時協力井戸の

適正な維持管理その他の第１条に規定する目的を達成するために必要と認める支

援を行うものとする。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この告示は、令和７年４月 1日から施行する。 



第１号様式（第４条関係） 

年   月   日 

 

（宛先）焼津市長 

 

住  所 

氏  名 

（署名又は記名押印） 

電話番号 

 

焼津市災害時協力井戸登録申出書 

 

 私は、所有（管理）する次の井戸について、焼津市災害時協力井戸登録事業実施要

綱第４条の規定に基づき、災害時協力井戸の登録を申し出ます。なお、所有者及び管

理者は、この申出に当たり次の事項について同意します。 

 (1) 災害時に無償で井戸水を提供すること 

(2) 災害時協力井戸の所在地を市が公表し、及び自主防災会に通知すること 

所
有
の
状
況 

所有者 

□申出者と同じ 

□申出者と異なる 

 住  所 

 氏  名 

     （署名又は記名押印） 

 電話番号 

井
戸
の
状
況 

所在地 焼津市 

設置位置 □宅地内（□屋内 □屋外） □田畑 □その他（    ） 

形態 動力 

□掘り抜き井戸（丸井戸） 

□打ち抜き井戸（管井戸） 

□手動（□手押しポンプ、 □つるべ式） 

□電動（停電時の使用 □可能 □不可能） 

□なし 

使用状況 

□飲料水       □生活用水（洗濯、清掃等） 

□事業（業務用水）  □かんがい用水 

□その他（                     ） 

水量 

□日常の使用では枯れない 

□渇水時には枯れる 

□不明 

※添付書類 

(1) 井戸の写真 

(2) 設置場所の位置図 

(3) その他市長が必要と認める書類 



第２号様式（第４条関係） 

 

焼   －   号 

年   月   日 

 

  様 

 

焼津市長 

 

焼津市災害時協力井戸登録・不登録決定通知書 

 

   年  月  日付で申出のありました災害時協力井戸の登録・不登録について、

次のとおり決定しましたので、通知します。 

 

 

１ 井戸の所在地 

 

 

 

２ 結果 

  登録 ・ 不登録 

 

 

３ 不登録の場合、その理由 

 

 

 

注意事項 

(1) 災害により水道が断水になったときは、市民等へ生活用水の円滑な提供に努め

てください。 

 

(2) 災害時協力井戸の標識は、当該井戸の近く又は官地から見やすい場所に掲示し

てください。 



第３号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標識の仕様 縦：500mm 横：250mm 地色：白色 文字色：黒色 

登録番号第   号 
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第４号様式（第７条関係） 

年   月   日 

 

（宛先）焼津市長 

 

住  所 

 

氏  名 

 

電話番号 

 

焼津市災害時協力井戸登録変更申出書 

 

 焼津市災害時協力井戸登録事業実施要綱第７条第１項の規定により、災害時協力井

戸の登録内容の変更を申し出ます。なお、所有者又は管理者が変更する場合は、この

申出に当たり、次の事項について同意します。 

 (1) 災害時に無償で井戸水を提供すること 

(2) 災害時協力井戸の所在地を市が公表し、及び自主防災会に通知すること 

変更事項 変更前 変更後 

所有者 □住所 

 

□氏名 

 

□電話番号 

 

□住所 

 

□氏名 

（署名又は記名押印） 

□電話番号 

 

管理者 □住所 

 

□氏名 

 

□電話番号 

 

□住所 

 

□氏名 

   （署名又は記名押印） 

□電話番号 

 

井戸の状況 

□所在地 

 

□設置位置 

 

□形態 

 

□使用状況 

 

□水量 

 

□所在地 

 

□設置位置 

 

□形態 

 

□使用状況 

 

□水量 

 

※添付書類 

(1) 変更の内容が分かる書類 

(2) その他市長が必要と認める書類 



第５号様式（第７条関係） 

 

焼   －   号 

年   月   日 

 

  様 

 

焼津市長 

 

焼津市災害時協力井戸登録変更通知書 

 

   年  月  日付で申出のありました災害時協力井戸の登録の変更について

次のとおり登録内容を変更しましたので、通知します。 

 

１ 変更内容 

  

 

 

 

 

２ 変 更 日 

 

 

 



第６号様式（第８条関係） 

 

年   月   日 

 

（宛先）焼津市長 

 

住  所 

氏  名 

電話番号 

 

焼津市災害時協力井戸登録抹消申出書 

 

 私は、所有（管理）する、災害時協力井戸として登録している次の井戸について、

焼津市災害時協力井戸登録事業実施要綱第８条の規定に基づき、災害時協力井戸の登

録を抹消することを申し出ます。 

 

 

井戸の所在地 焼津市 

井戸の所有者 

又は管理者 
 

 



第７号様式（第８条関係） 

 

焼   －   号 

年   月   日 

 

  様 

 

焼津市長 

 

焼津市災害時協力井戸登録抹消通知書 

 

 あなたが所有（管理）する井戸について、次のとおり災害時協力井戸の登録を抹消

したので、通知します。 

 

登録抹消年月日    年   月   日 

井戸の所在地 焼津市 

井戸の所有者 

又は管理者 

住所 

氏名 

登録抹消の理由 

 

□  年  月  日付けで災害時協力井戸登録抹消申出書の

提出があったため。 

 

□次の理由による 

 

 

 

 

 


